
（百万円）

当期利益 純資産 内容
平成５年度

◇ （社）日本港湾協会及び（株）野村総合研究所による調査
結果等から、東京湾におけるコンテナ貨物量が増大する
ことを予測

◇ 川崎港運協会及び川崎商工会議所の意見や要望によ
り、コンテナターミナルの管理運営は第三セクター形式が
望ましいと判断される

H6.1 ◇ （仮称）かわさき港コンテナターミナル㈱発起人会設立

H6.3.29 ◇ 市議会において限度額９億円の債務負担行為を議決

平成６年度 ▲ 1 599
H6.5.10 ◇ かわさき港コンテナターミナル㈱（ＫＣＴ）設立

H6.5.10 ◇ 「かわさき港コンテナターミナル株式会社資金融資に関
する協定書」を締結・・・損失補償契約を締結

平成７年度 ▲ 15 584
H7.3.8 ●

→

損失補償９億円と予算書に記載しているが、その目的、
算定根拠、償還見通しは。今後も同様の損失補償を行う
のか。
コンテナの供用が開始されておらず、経営基盤が脆弱な
ため、金融機関損失補償を求められた。平成６年度に必
要な事業資金であり、機械購入費、営業経費、人件費等
である。平成１０～１２年に完済予定。今後は損失補償
の予定はない。

平成８年度 ▲ 1,505 ▲ 921
H8.4 ◇ 川崎港コンテナターミナル供用開始

H8.6.13 ●

→

ここ当面は年間収支で大変な赤字になることが明らかだ
が、どうするのか。
厳しい経営状況が続くと予想される。船会社への誘致活
動を行っていく。

H8.12.11 ●

→

資本金を大きく上回る１３億円の借入金をしている。この
ような無謀なことがどうして簡単にできるのか。
借入については、長期収支計画に基づく計画的な借入
である。

◇ 債務超過となる

年月日

「かわさき港コンテナターミナル」が破産に至った主な経緯

●：市議会の本会議・委員会等における質疑

会社概要

設立

資本金 ６１０百万円

株主 川崎市                   ３１０百万円（５０．８％）

その他民間２０団体  ３００百万円（４９．２％）

事業概要

借入金（破産時） ５，４００百万円

（平成６年度に必要な事業資金に係る借入に対するもの）

平成6年5月10日

うち損失補償額　 　９００百万円

①港湾運送事業
②コンテナターミナル及びそれに付随する関連施設（クレーン等）の運営、管理
③コンテナターミナル内の貨物管理及び配送

資料３
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当期利益 純資産 内容年月日
平成９年度 ▲ 1,294 ▲ 2,205

H9.9.17 ●

→

損失補償を行っているが、今回の決算で予想をはるかに
超える赤字を計上したことによって市税の投入などはど
うなるか。
損失補償は立ち上がり時期に必要な事業資金調達のた
め行ったもの。これは同社が借入金の返済が不能となっ
た場合にはじめて支出されるもの。現状ではそのような
事態とは考えていない。

H10.3.23 ● ３月１８日付の新聞報道では赤字補填のための資金融
資も金融機関に断られ、資金運営が苦境に陥っていると
いうことのこと。

平成１０年度 ▲ 811 ▲ 3,016
H10.4.27 ◇ 増資が取締役会にて提案される

H10.8.4 ◇ 増資案が取締役会にて否決される
→　一部の株主から協力が得られなかったため

H11.3.2 ●

→

これ以上傷口を広げないために事業を中止、凍結し、行
政から独立した第三者機関を設置し、第三セクターの
チェックを行うとともに、その経過と結果を徹底した情報
公開で住民及び議会に返すなど、打開策を検討すべきと
思うが。
不可欠な都市基盤施設と位置づけている。ポートセール
ス活動をさらに推進することで、ＫＣＴの収支改善を図り
たい。

H11.3.2 ●

→

三セクターは小さなお金で大きな仕事というふれ込み
だったが、膨大な赤字をつくり、破綻の道を進んでいる。
今こそ、事業の中止、凍結を真剣に検討すべきではない
か。
地域経済の活性化や税源の培養効果をもたらす重要な
プロジェクトであると確信している。引き続きこの事業を
推進していきたい。

平成１１年度 ▲ 812 ▲ 3,829
H11.12.2 ●

→

このまま進めば、破綻に至ることは明らか。資金調達の
見通しについて確認したい。また、公的資金の投入は行
わないと明言してきたが、今も変わらないか。
融資団も融資の継続に当たり抜本的な経営改善策を求
めてきている。このため、融資が存続されるよう、さまざ
まな方策を検討。公的支援については、市の重要施策な
ので、経営状況を把握し、適切に対処していきたい。

H12.3.6 ●

→

市中銀行からの借入が５４億円になり、累積欠損を解消
するにはほど遠い。民間事業ならば決断をする時期だ
が、検討したことはあるか。
港湾運送事業者を中心に会議を行い、清算といった選
択肢も含め、今後の方策を討議した。存続が必要との合
意形成がされたため、市も同調した。

◇ ＫＣＴ再建案が策定される
（金融機関は金利減免、クレーン製作会社は割賦金の支
払繰延、港湾各社は荷役に関する見直し、市はクレーン
使用料の免除を実施する再建案）

H12.3.24 ●

→

ＫＣＴの将来予測について。５年あれば、経営が安定する
ことだが、その根拠は。
金融機関が金利減免、クレーン製作会社は割賦金の支
払繰延を、港湾各社は荷役に関する見直し、市はクレー
ン使用料の免除で合意。金融機関が金融のプロとして、
５年ぐらいたてば安定するだろうということのもとに出され
た再建策。プロの関与した再建策を尊重していきたい。
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当期利益 純資産 内容年月日
平成１２年度 ▲ 521 ▲ 4,350

H12.6.28 ●

→

市長名・港湾局長名で金融機関宛に、経営指導念書を
ほぼ毎年提出していた。自治省は第三セクターに関する
指針を発表（平成１１年５月２０日）し、信用付与や支援
のあり方の見直しを提起した。これは念書の見直し、発
行禁止と考えるがどうか。
念書は、筆頭株主として、経営に関し十分な指導、監督
を行うことを示すとともに、金融機関に対し、協力を依頼
したもの。株主としての道義的責任はあるが、法に基づく
有限責任を負うものではない。自治省の指針などに十分
留意をし、慎重に対処していきたい。

●

→

指針では、①公的支援は、あらかじめ議会に説明し、住
民に対して情報開示に努めること、②存続場合、速やか
に経営改善計画を策定するよう指導するとともに、経営
の点検評価を行うための委員会等で審査することが適
当、③経営の悪化が深刻、かつ将来の改善可能性がな
いと判断されるものは、問題を先送りせず、早急に対処
方策を検討し、清算にかかわる法的手続きの活用を検
討するなど、極めて重要な指摘を行っているがどうか。
ＫＣＴへの支援策を内容とする予算案を議会に提出し、
採択された。委員会の設置は、今回の支援策で経営は
好転することから現時点で設置は考えていない。

H12.10.2 ● ＫＣＴを情報公開の対象から除外した理由は、一般株主
や債権者の利益保護等への配慮としているが、破綻しつ
つある事業であり、市民が注目しているからこそ、情報公
開が必要。対象とすることを強く求める。

平成１３年度 ▲ 332 ▲ 4,682

H13.5 ◇ 「川崎市港湾関連出資法人検討委員会」の設置

H13.11.29 ◇ 「川崎市港湾関連出資法人検討委員会」の答申
・ 「存廃も含め早急に検討を行い、当該コンテナターミナル

事業が十分に機能できるような方向を打ち出すような検
討が必要である」

H13.12～ ◇ 荷役業者等が主体となり、荷役に係る事業構造の転換
を図る２年間の経営継続案がまとめられた（出向者の人
件費を荷役業者負担とする等）。

H14.2.14 ◇ ＫＣＴの臨時取締役会で会社存続が決議される

H14.3.4 ●

→

港湾関連出資法人検討委員会の答申では、事業運営は
極めて厳しい状況にあると指摘があった。一時廃止が検
討されたが、臨時取締役会で存続が決議されたと聞いた
がどうか。
関係者と協議した結果存続が不可欠との判断から港運
業界が主体となって同社の再建に取り組むことが確認さ
れたため、存続が決議された。

平成１４年度 ▲ 865 ▲ 5,548

H14.5.23 ◇ 住民監査請求（倒産を免れない会社への支援に対する
損害賠償請求）

H14.7.17 ◇ 監査委員の意見の一致をみるに至らず、合議不調となる
（「監査及び勧告についての決定」には至らず）。

H14.9.12 ●

→

これ以上債務を増やさないため、即刻業務を民間にまか
せるべきではないか。
平成１３年度末の臨時取締役会で存続が決議。存続は
民間主導によるものであり、今後のあり方が示されたも
のと認識。適切に見守っていきたい。
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当期利益 純資産 内容年月日
●

→

民間主導による存続であるなら、公的支援をやめて民間
でやるべきではないか。
存続は民間の自主性を核とした、まさに三セクの最大の
メリットである民間活力が発揮できる体制が構築されたも
の。

H14.12.24 ◇ 住民監査請求（KCT清算をせず財産管理を怠ることにつ
いての是正請求）

H15.3.19 ◇ 住民監査請求棄却

H15.3.31 ◇ 住民訴訟（KCT整理手続を行わないことに対する違法確
認訴訟）

平成１５年度

H15.12.4 ●

→

平成１６年度以降の経営問題について先延ばしする考え
はないということだが、早急に結論を出すべきではない
か。
結論を先延ばしする考えはなく、早期に適切な対応を図
りたい。

H16.1.26 ◇ 川崎市が横浜地裁川崎支部に破産申立

H16.3.3 ●

→

５４億円の融資残高のうち損失補償のない部分は市が
指導念書を出している。この念書によって市が責任を問
われることはないか。
ＫＣＴは法的手続き中であり債権債務の内容は手続きが
進む中で明確になることから、今後の推移を見守りた
い。

H16.3.12 ◇ 横浜地裁川崎支部破産宣告

H16.3.16 ◇ KCT破産宣告により、住民訴訟の取り下げ

平成１６年度

H16.10 ◇ 損失補償９億円の補正予算が可決

H16.12.14 ◇ 債権者集会にて破産廃止決定

H16.12.16 ◇ 銀行３行が９億円以外の約４５億円について債権放棄す
る和解案を市議会で議決

H17.1.14 ◇ 損失補償金９億円の支払い
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